
申出者(法人の場合名称・代表者氏名) 委託元機関 利用目的の概要 閲覧の年月日 区域

1 一般社団法人輿論科学協会　理事長　井田　潤治 東京都政策企画局戦略広報部企画調整課　調査担当　安川・守屋
東京都政策企画局委託「令和6年度広報公聴活動に関する世論
調査」の実施に際して、調査対象者を抽出するため

5月8日
栄町2丁目、小川西町2丁目、喜平町1丁
目、花小金井6丁目

2 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 NHK放送文化研究所　世論調査部　世論調査部長　吉田　理恵

「2024年全国放送サービス接触動向調査（テレビ・ラジオなどがど
のように見聞きされているかをおたずねする調査）」実施のための
対象者抽出（放送法第20条に定められた調査研究・世論調査の
ため）。

5月9日 鈴木町2丁目

3 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 株式会社野村総合研究所　常務執行役員　森沢　伊智郎 「テレビ視聴に関する調査」実施のための対象者抽出。 5月9日 仲町

4 株式会社サーベイリサーチセンター　代表取締役
藤澤　士朗

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査企画担当）　浅田
将

内閣官房が実施する「首都圏の住宅における感震ブレーカーの
普及状況等に関する調査」対象者抽出のため。

5月28日
学園東町１丁目、上水新町３丁目、美園
町１～２丁目

5 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 東京都政策企画局戦略広報部　戦略広報部長　鈴木　成
「令和6年度都民生活に関する世論調査」実施のための対象者抽
出。

6月12日
小川町2丁目、学園東町2丁目、花小金
井1丁目

6 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦
株式会社野村総合研究所
常務執行役員　森沢　伊智郎

「日常生活に関するアンケート調査」（生活者１万人アンケート）実
施のための対象者抽出。

6月28日 上水南町1丁目

7 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦
朝日新聞社メディア事業本部マーケティング部
部長　小島雄一

「2024年　新聞およびWeb利用に関する総合調査（調査票タイト
ル：「くらしと情報についてのおたずね」）」実施のための対象者抽
出。

7月5日 仲町

8 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦
独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター
院長　松下　幸生

「令和6年度アルコール依存症に係る調査研究事業」（調査票タイ
トル：「飲酒と生活習慣に関する調査）」の実施のための対象者抽
出。

7月5日 小川西町3丁目

9 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 内閣府大臣官房政府広報室　政府広報室長　廣瀬　健司
「男女共同参画社会に関する世論調査」実施のための対象者抽
出。

7月18日 喜平町１丁目

10 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 内閣府大臣官房政府広報室　政府広報室長　廣瀬　健司 「社会意識に関する世論調査」実施のための対象者抽出 8月2日 花小金井南町1丁目

11 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 内閣府大臣官房政府広報室　政府広報室長　廣瀬　健司
「身近な環境（水辺、緑地、大気など）に関する世論調査」実施の
ための対象者抽出

8月2日 上水南町4丁目

12 株式会社大手広告通信社　代表取締役　岡本 尚博 東京消防庁　消防総監　吉田 義実 東京消防庁による令和6年「消防に関する世論調査」のため。 8月7日
たかの台、小川東町4丁目、御幸町、花
小金井６丁目

13 株式会社サーベイリサーチセンター 厚生労働省　健康・生活衛生局難病対策課長　山本　博之
厚生労働省が実施する「ハンセン病問題に係る全国的な意識調
査」対象者抽出のため

9月10日 花小金井5丁目

法第１１条の２第１項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(令和6年4月１日から令和6年9月３0日）
（個人または法人の申出による閲覧）



14
一般社団法人新情報センター　事務局長　山本　恭
久

消費者庁　長官　新井　ゆたか
調査の対象者名簿作成のため
調査名：令和6年度消費者意識基本調査

9月11日 天神町2丁目

15 一般社団法人輿論科学協会　理事長　井田　潤治 東京都政策企画局戦略広報部企画調整課　調査担当　高野・守屋
東京都政策企画局委託「健康に関する世論調査」の実施に際し
て、調査対象者を抽出するため

9月12日
学園東町2丁目、美園町1丁目、天神町4
丁目

16 一般社団法人輿論科学協会　理事長　井田　潤治
東京都生活文化スポーツ局　スポーツ総合推進部　企画調整課
計画担当　宮間・細野

東京都生活文化スポーツ局委託「令和6年度都民のスポーツ活動
に関する実態調査」の実施に際して、調査対象者を抽出するため

9月12日
小川西町１丁目、小川東町3丁目、天神
町2丁目

17 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦
内閣府大臣官房政府広報室
政府広報室長　畠山　貴晃

「基本的法制度に関する世論調査」実施のための対象者抽出 9月18日 花小金井4丁目

18 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦
一般財団法人ゆうちょ財団
理事長　小笠原　倫明

「第6回家計と貯蓄に関する調査」実施のための対象者抽出 9月18日 学園東1丁目

19 一般社団法人中央調査社　会長　境　克彦 NHK放送文化研究所　世論調査部　世論調査部長　熊田　佳代子
「全国メディア意識世論調査（インターネットの利用についておた
ずねする調査）」実施のための対象者抽出

9月18日 美園町3丁目

20 (株)日本リサーチセンター　代表取締役社長　杉原
領治

内閣府孤独・孤立対策推進室　室長　江浪　武志 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の対象者抽出のため 9月18日 学園西町1丁目



法令で定める事務遂行のため必要とする事務の内容 その根拠となる法令の名称

1 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

4月1日 市内全域

2
小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

4月3日 市内全域

3
小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

4月16日 市内全域

4 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

4月30日 市内全域

5 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

5月9日 市内全域

6 自衛隊東京地方協力本部
陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集対象者の保護者（親権を
行う者又は未成年後見人をいう。）に対して募集に関する案内の送
付等に利用するため

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２９条第１項、同第３５条 5月21日 市内全域

7 自衛隊東京地方協力本部
陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集対象者の保護者（親権を
行う者又は未成年後見人をいう。）に対して募集に関する案内の送
付等に利用するため

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２９条第１項、同第３５条 5月22日 市内全域

8
小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

5月29日 市内全域

9 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

6月7日 市内全域

10 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

6月19日 市内全域

11 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

6月28日 市内全域

12 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

7月9日 市内全域

法第１１条の２第１項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(令和6年4月１日から令和6年9月30日）
（国または地方公共団体の請求による閲覧）

国・地方公共団体機関の名称 閲覧の年月日
請求事由の概要

区域



13 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

7月23日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

14 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

7月24日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

15 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

7月25日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

16 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

7月26日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

17 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

7月29日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

18 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

7月30日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

19 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

7月31日 市内全域

20 東京都福祉局長　山口　真
東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査「令和6年度福祉保
健基礎調査」対象者抽出のため

東京都統計調査条例 8月6日 小川西町3丁目、美園町2丁目

21 東京都総務局統計部社会統計課長　中島　敬子

令和6年全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作
成する調査単位区世帯一覧（調査地域に居住している世帯の名
簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成する
ことにより行政事務の効率化を図るもの

統計法（平成19年法律第53号）第2条第4項及び16条統計法施行
令（平成20年政令334号）第4条

8月7日

上水新町2丁目、たかの台、栄
町、小川西町1丁目、小川東町、
喜平町3丁目、学園西町3丁目、
仲町、美園町1丁目、回田町、鈴
木町2丁目、花小金井南町1丁
目、花小金井

22 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

8月8日 市内全域



23 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

8月20日 市内全域

24 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

9月4日 市内全域

25 小平市役所　都市開発部　交通対策課長　三井
慎二郎

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付補助対象者
の要件の確認のため

小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱（令和5
年9月5日制定）第4条

9月19日 市内全域


